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１．第一病棟は医療保険適用病棟となっており、入院費の算定にあたっては療養病棟入院基本料１の関東信越厚生局長承認を受けて

います。 
 

２．第一病棟では、看護職員（看護師及び准看護師）が１日に 6 人以上、看護補助者が１日に 6 人以上勤務しています。なお、時間帯毎

の配置は次のとおりです。 

・朝 8 時 45 分～夕方 16 時 45 分まで、看護要員１人当たりの受け持ち数は 5 人以内です。 

・夕方 16 時 45 分～深夜 0 時 45 分まで、看護要員１人当たりの受け持ち数は 20 人以内です。 

・深夜 0 時 45 分～朝 8 時 45 分まで、看護要員１人当たりの受け持ち数は 20 人以内です。 

 

３．聖園病院では下記のものを実施するにあたり厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨、関東信越厚生局長に届け出てい

ます。 

○脳血管疾患等リハビリテーション（Ⅲ）及び運動器リハビリテーション（Ⅲ） 

     3 名の理学療法士が勤務しており、121.1 ㎡の専用訓練施設を有し実用歩行訓練や日常生活活動訓練を行っています。 

○入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ） 

     管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後 6 時以降）、適温で提供しています。 

   ○ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

     16 列以上 64 列未満のマルチスライスＣＴにて撮影を行います。 

○在宅時医学総合管理料  

     通院が困難な方に対して計画的な医学管理の下、定期的な訪問診療を行っています。 

○がん治療連携指導料  

  がん治療連携拠点病院等策定した地域連携診療計画に基づいた治療を行います。 

○データ提出加算  

  DPC 導入の影響評価に係る調査に参加してします。 

○診療録管理体制加算２  

  診療記録を保管および管理し、疾病統計及び退院時要約を作成しています。 

○療養病棟療養環境改善加算１ 

 

 

４．第一病棟は下記の該当する項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。 

 

その他日常生活でかかる費用等 

金　　額 備　　考

　○病　　 衣 （１日につき） ５５円

　○肌　着 （シャツ） （１枚につき） ７２円

　○バスタオル （１枚につき） ５８円

　○日用品費 （１日につき） １１０円 ティッシュペーパー､石けん､シャンプー､洗面用具、エプロン等

　○おむつ使用料

　　　・標　　準 （１日につき） １，３２０円

　　　・夜間のみの方 （１日につき） ８８０円

　　　・昼間のみの方 （１日につき） ４４０円

　　　・パンツタイプ （１枚につき） １９８円

　　　・テープ止めタイプ （１枚につき） １６５円

　　　・尿とりパット （１枚につき） ５５円

　○特別な室料 （１日につき） ３，４１０円 　１０３ ・ １０５ ・ １１１ ・ １１２ ・ １１３ ・ １１５ ・ １１６

１，１００円 　１０１＜２床室＞

　○診断書発行手数料 （１枚につき） １，６５０円～５，５００円

　○理美容代 実　費

※なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な

　 名目での費用の徴収は、一切認められていません。

内　　容

 



「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の 

発行について 

 

 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積

極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個

別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行

しております。（公費負担医療の受給者で医療費の自己

負担のない方についても、同様に発行しております。） 

 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検

査の名称が記載されるものですので、その点、御理解い

ただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代

理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されな

い方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 

※この明細書の発行は医療保険での診療（外来診療、第

１病棟での入院診療）に限らせていただきますのでご

了承ください。 

 

平成 31 年 3 月 

病院長 


